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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（a）結合スチレン含量が１０～５０ｗｔ％であるＳＢＲポリマーと、
　（b）ＦＥＦグレード及びＨＡＦグレードを、ＦＥＦ：ＨＡＦ＝１：３～３：１の比率
でブレンドしてなるカーボンブラックと、
　（c）イオウ、イオウ供与性化合物及び有機パーオキサイド化合物を含む架橋系と、
　（d）共架橋剤とを少なくとも含み、
　前記カーボンブラックを、前記ＳＢＲポリマー１００重量部に対して、前記ＦＥＦグレ
ード及びＨＡＦグレードの合計重量部数として６０～１００重量部で配合し、
　前記イオウを、前記ＳＢＲポリマー１００重量部に対して、０．４～２．５重量部で配
合し、前記イオウ供与性化合物を、前記イオウの配合量に対して、０．６２５～１２．５
倍の割合で配合し、
　前記有機パーオキサイド化合物を、前記イオウの配合量に対して、１．２５～１２．５
倍の割合で配合し、
　前記共架橋剤を、前記ＳＢＲポリマー１００重量部に対して、４～１６重量部配合して
なるトーションダンパ用ＳＢＲ組成物であって、
　下記式（１）のＹ値が、Ｙ≦６３であり、
Ｙ＝Ａ（２．５－０．０２Ａ）－Ｂ－２Ｃ－２．４Ｄ・・・・・式（１）
［上記式中、ＡはＳＢＲポリマー１００重量部に対するＦＥＦグレード及びＨＡＦグレー
ドの合計重量部数、ＢはＳＢＲポリマー１００重量部に対する共架橋剤の重量部数、Ｃは
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ＳＢＲポリマー１００重量部に対するイオウ供与性化合物の重量部数、ＤはＳＢＲポリマ
ー１００重量部に対する有機パーオキサイド系架橋剤の重量部数である。］
　前記トーションダンパ用ＳＢＲ組成物を架橋して得られたゴムの荷重特性は、ＪＩＳ　
Ｋ６２６２：２００６に準拠して、直径２９±０．５ｍｍ、厚さ１２．５±０．５ｍｍの
大型試験片を用いた場合に以下の通りである、トーションダンパ用ＳＢＲ組成物。
大型試験片を１０ｍｍ／分の一定速度で２３％圧縮した際の最大荷重は３０００Ｎ以上で
ある。
【請求項２】
　請求項１記載のトーションダンパ用ＳＢＲ組成物を架橋して得られた架橋体を用いたト
ーションダンパ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、トーションダンパ用ＳＢＲ組成物及び該組成物を架橋して得られた架橋体を
用いたトーションダンパに関する。
【背景技術】
【０００２】
　トーションダンパは、燃焼機関や電動モータのトルク変動を吸収するために、フライホ
イール、クラッチディスク、または駆動系中に用いられる振動吸収装置である（特許文献
１及び２）。
【０００３】
　トーションダンパは、駆動源に接続されるドライブプレートと、被駆動源に連結される
ドリブンプレートとの間に配設される弾性手段として、相対回転方向に配置されるコイル
スプリングの中に遊嵌される。
【０００４】
　トーションダンパは、樹脂材料とゴム材料からなる複合体の略円筒形状をしたクッショ
ンである。
【０００５】
　トーションダンパは、自動車のシフトチェンジや駆動源の発生する急なトルクアップな
どによるエンジンとインプットシャフト間に生じた急激なトルク変動により、ドライブプ
レートとハブの相対回転が所定値より大きくなった際、コイルスプリングとともに圧縮変
形し、トーションダンパの弾性により衝撃トルクを抑制し、スプリングコイルが圧縮した
際に緩衝摩耗するのを同時に抑止している。
【０００６】
　トーションダンパに使用するゴム材料として、特許文献３は、特定のＥＰＤＭ（エチレ
ン・プロピレン・ジエンゴム）組成物を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実開平５－７９０６１号公報
【特許文献２】特開２００９－１７４７２０号公報
【特許文献３】特許第４１４０４１５号公報
【特許文献４】特開２０１１－３２３８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　トーションダンパに使用されるゴム材料には、以下の機能が要求される。
【０００９】
　（１）圧縮変形時のスプリングコイルの緩衝摩耗を抑止するために、高荷重特性である
こと。
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　（２）高温使用領域（１００℃）において、圧縮の際に発生する衝撃トルクを長期的に
抑制するため、反発応力（圧縮永久歪率）の低下が経年的に小さいこと（以下、圧縮永久
歪率をＣＳ性という場合がある）。
　（３）ゴム材料の混練性及びロール加工性が良好であること。
【００１０】
　従来のゴム材料には、これらの要求特性を共に満足するという観点で、更なる改善の余
地があった。即ち、従来のゴム材料では、高荷重特性を成立するためには、ゴム材料の充
填剤を高充填化する必要があったが、その影響で、低ＣＳ性及びゴム材の混練性及びロー
ル加工性が損なわれ易かった。そのため、高荷重特性、低ＣＳ性、ゴム材の混練性及びロ
ール加工性の物性バランスのとれた配合の設定が困難であった。
【００１１】
　なお、特許文献４は、制振材用のゴム組成物が開示されている。実施例では、ＳＢＲ（
スチレン・ブタジエンゴム）を用いているが、かかるゴム組成物は、トーションダンパに
使用されるゴム材料に要求される上記要求特性を満足するものではなかった。
【００１２】
　本発明者は、鋭意検討し、特定のＳＢＲ組成物を用いることにより、これらの要求特性
を良好に満足することができることを見出して、本発明に至った。
【００１３】
　そこで本発明の課題は、高荷重特性、低ＣＳ性、ゴム材の混練性及びロール加工性の物
性バランスのとれるトーションダンパ用ＳＢＲ組成物及びトーションダンパを提供するこ
とにある。
【００１４】
　また本発明の他の課題は、以下の記載によって明らかとなる。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題は、以下の各発明によって解決される。
【００１６】
（請求項１）
　（a）結合スチレン含量が１０～５０ｗｔ％であるＳＢＲポリマーと、
　（b）ＦＥＦグレード及びＨＡＦグレードを、ＦＥＦ：ＨＡＦ＝１：３～３：１の比率
でブレンドしてなるカーボンブラックと、
　（c）イオウ、イオウ供与性化合物及び有機パーオキサイド化合物を含む架橋系と、
　（d）共架橋剤とを少なくとも含み、
　前記カーボンブラックを、前記ＳＢＲポリマー１００重量部に対して、前記ＦＥＦグレ
ード及びＨＡＦグレードの合計重量部数として６０～１００重量部で配合し、
　前記イオウを、前記ＳＢＲポリマー１００重量部に対して、０．４～２．５重量部で配
合し、前記イオウ供与性化合物を、前記イオウの配合量に対して、０．６２５～１２．５
倍の割合で配合し、
　前記有機パーオキサイド化合物を、前記イオウの配合量に対して、１．２５～１２．５
倍の割合で配合し、
　前記共架橋剤を、前記ＳＢＲポリマー１００重量部に対して、４～１６重量部配合して
なるトーションダンパ用ＳＢＲ組成物。
【００１７】
（請求項２）
　（a）結合スチレン含量が１０～５０ｗｔ％であるＳＢＲポリマーと、
　（b）ＦＥＦグレード及びＨＡＦグレードを、ＦＥＦ：ＨＡＦ＝１：３～３：１の比率
でブレンドしてなるカーボンブラックと、
　（c）イオウ、イオウ供与性化合物及び有機パーオキサイド化合物を含む架橋系と、
　（d）共架橋剤とを少なくとも含み、
　下記式（１）のＹ値が、Ｙ≦６３であるトーションダンパ用ＳＢＲ組成物。
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　Ｙ＝Ａ（２．５－０．０２Ａ）－Ｂ－２Ｃ－２．４Ｄ・・・・・式（１）
［上記式中、ＡはＳＢＲポリマー１００重量部に対するＦＥＦグレード及びＨＡＦグレー
ドの合計重量部数、ＢはＳＢＲポリマー１００重量部に対する共架橋剤の重量部数、Ｃは
ＳＢＲポリマー１００重量部に対するイオウ供与性化合物の重量部数、ＤはＳＢＲポリマ
ー１００重量部に対する有機パーオキサイド系架橋剤の重量部数である。］
【００１８】
（請求項３）
　請求項１又は２記載のトーションダンパ用ＳＢＲ組成物を架橋して得られた架橋体を用
いたトーションダンパ。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、高荷重特性、低ＣＳ性、ゴム材の混練性及びロール加工性の物性バラ
ンスのとれるトーションダンパ用ＳＢＲ組成物及びトーションダンパを提供することがで
きる。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に、本発明を実施するための形態について説明する。
＜第１の発明＞
　本発明のトーションダンパ用ＳＢＲ組成物は、ＳＢＲポリマーと、カーボンブラックと
、架橋系と、共架橋剤を少なくとも含む。
【００２１】
（ＳＢＲポリマー）
　ＳＢＲポリマーは、スチレン・ブタジエンゴムポリマーであり、結合スチレン含量が１
０～５０ｗｔ％であるものが用いられる。
　ＳＢＲポリマーの結合スチレン含量は、１５～４６ｗｔ％の範囲であることが好ましい
。
　また、必要に応じて、２種以上のＳＢＲポリマーをブレンドして使用してもよい。
【００２２】
（カーボンブラック）
　カーボンブラックは、ＦＥＦ（Fast Extruding Furnace）グレード及びＨＡＦ（High A
brasion Furnace）グレードをブレンドしてなるものが用いられる。上記の特定２種ブレ
ンドにより、ゴム材料の混練性及びロール加工性を向上することができる。
【００２３】
　ブレンド比率は、ＦＥＦ：ＨＡＦ＝１：３～３：１の範囲であり、好ましくは、ＦＥＦ
：ＨＡＦ＝１：２～２：１の比率であり、ＦＥＦ：ＨＡＦ＝１：１の比率であることが更
に好ましい。
【００２４】
　更に、これらＦＥＦグレード及びＨＡＦグレードのカーボンブラックの合計重量部数は
、ＳＢＲポリマー１００重量部に対して、６０～１００重量部の範囲である。カーボンブ
ラックの合計重量部数が、６０重量部以上であることにより、特に荷重特性に優れる効果
が得られ、１００重量部以下であることにより、特に低ＣＳ性及び混練性に優れる効果が
得られる。
【００２５】
　本発明において好ましく使用することができるカーボンブラックは、市販品として入手
することができ、東海カーボン社製「ＦＥＦカーボン／シースト Ｇ－ＳＯ」（１次粒子
径：４０～４８ｎｍ）、「ＨＡＦカーボン／シースト３」等が挙げられる。
【００２６】
　ここで一次粒子径とは、カーボンブラック凝集体を構成する小さな球状（微結晶による
輪郭を有し、分離できない）成分を電子顕微鏡写真により測定、算出した平均直径であり
、これはカーボンブラック協会発行カーボンブラック年鑑１９９８、ＮＯ．４８に、粒子
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径の定義として記載してあるものと同一である。また、本発明での一次粒子径を算出する
際には、算術平均が用いられる。
【００２７】
（架橋系）
　架橋系は、イオウ、イオウ供与性化合物、及び、有機パーオキサイド化合物を含む。
本発明では、かかる架橋系は、後述する共架橋剤と組み合わせて使用されることに特徴が
あり、さらに、上述したＦＥＦグレード及びＨＡＦグレードの組合せからなるカーボンブ
ラックの配合下で用いることが、本発明の効果を奏する上で重要である。
【００２８】
　イオウの配合量は、ＳＢＲポリマー１００重量部に対して、０．４～２．５重量部の範
囲であり、０．５～２．０重量部の範囲であることが好ましく、０．６～１．５重量部の
範囲であることが最も好ましい。イオウの配合量が、０．４重量部以上であることにより
、荷重特性を高める効果が大きくなり、加硫遅延が好適に防止される効果が得られ、２．
５重量部以下であることにより、耐熱特性を改善する効果が大きくなる。
【００２９】
　イオウ供与性化合物としては、イオウ供与性を有する化合物であれば格別限定されず、
例えば、テトラベンジルチウラムジスルファイド、テトラキス(2-エチルヘキシル)チウラ
ムジスルファイド、テトラベンジルジチオカルバミン酸亜鉛、1,6-ビス(N,N-ジベンジル
チオカルバモジチオ)ヘキサンなどが挙げられる。なかでもテトラメチルチウラムジサル
ファイドが好ましく、かかるテトラメチルチウラムジサルファイドは、大内新興化学社製
「ノクセラーＴＴ」として入手可能である。
【００３０】
　有機パーオキサイド化合物としては、格別限定されず、例えば、例えばジクミルパーオ
キサイド、ベンゾイルパーオキサイド、ジ－t－ブチルパーオキサイド、２，５－ジメチ
ル－２，５－ジ－（t－ブチルパーオキシ）ヘキサン、１，３－ジ－（t－ブチルパーオキ
シ）イソプロピルベンゼン、ｍ－トレイルパーオキサイド、ジプロピオニルパーオキサイ
ド等が挙げられる。中でも、ジクミルパーオキサイドが好ましく、日本油脂社製「パーク
ミルＤ」として入手可能である。
【００３１】
　イオウ供与性化合物及び有機パーオキサイド架橋剤の配合量は、上述したイオウの配合
量との関係で設定される。
　イオウ供与性化合物は、イオウの配合量に対して、０．６２５～１２．５倍の割合で配
合される。
　有機パーオキサイド系架橋剤は、イオウの配合量に対して、１．２５～１２．５倍の割
合で配合される。
【００３２】
（共架橋剤）
　共架橋剤としては、例えば、アルキルエステル、脂環、芳香環、複素環又はビニル基含
有エステル、ヒドロキシ（アルコキシ）含有エスエル、ジアルキルアミノエチルエステル
、ジ及びトリメタクリル酸エステル、カルボン酸含有エステル、フルオロアルキルエステ
ル等を好ましく例示できる。
【００３３】
　アルキルエステルとしては、例えば、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ｎ－ブチル、
メタクリル酸ｉ－ブチル、メタクリル酸ｔ－ブチル、メタクリル酸２－エチルヘキシル、
メタクリル酸ラウリル、メタクリル酸アルキル（好ましくは炭素数１２又は１３のアルキ
ル）、メタクリル酸トリデシル、メタクリル酸ステアリル等が挙げられる。
【００３４】
　脂環、芳香環、複素環又はビニル基含有エステルとしては、例えば、メタクリル酸シク
ロヘキシル、メタクリル酸フェニル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸イソボルニル
、メタクリル酸グリシジル、メタクリル酸グリシジル、メタクリル酸テトラヒドロフルフ
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リル、メタクリル酸アリル等が挙げられる。
【００３５】
　ヒドロキシ（アルコキシ）含有エスエルとしては、例えば、メタクリル酸２－ヒドロキ
シエチル、メタクリル酸２－ヒドロキシエチル、メタクリル酸ヒドロキシプロピル、メタ
クリル酸２－メトキシエチル、メタクリル酸２－エトキシエチル等が挙げられる。
【００３６】
　ジアルキルアミノエチルエステルとしては、例えば、メタクリル酸ジメチルアミノエチ
ル、メタクリル酸ジメチルアミノエチルメチクロライド塩、メタクリル酸ジメチルアミノ
エチルベンジンクロライド塩、メタクリル酸ジエチルアミノエチル等が挙げられる。
【００３７】
　ジ又はトリメタクリル酸エステルとしては、例えば、ジメタクリル酸エチレングリコー
ル、ジメタクリル酸トリエチレグリコール、ジメタクリル酸１，３－ブチレングリコール
、ジメタクリル酸１，６－ヘキサンジオール、ジメタクリル酸ポリプロピレングリコール
、トリメタクリル酸トリメチロールプロパン等が挙げられる。
【００３８】
　カルボン酸含有エステルとしては、例えば、フタル酸２－メタクリロイルオキシエチル
、ヘキサヒドロフタル酸２－メタクリロイルオキシエチル等が挙げられる。
【００３９】
　フルオロアルキルエステルとしては、例えば、メタクリル酸トリフルオロエチル等が挙
げられる。
【００４０】
　これらの中でも、二官能以上を有する多官能化合物が好ましく、具体的には、例えば、
ジメタクリル酸エチレングリコールやトリメタクリル酸トリメチロールプロパンのような
ジ又はトリメタクリル酸エステル等が好ましい。
【００４１】
　ジメタクリル酸エチレングリコールは、三菱レイヨン社製「アクリエステルＥＤ」とし
て入手可能であり、トリメタクリル酸トリメチロールプロパンは三菱レイヨン社製「アク
リエステルＴＭＰ」として入手可能である。
【００４２】
　共架橋剤の配合量は、ＳＢＲポリマー１００重量部に対して、４～１６重量部の範囲で
ある。共架橋剤の配合量が、４重量部以上であることにより、荷重特性を高める効果が大
きくなり、１６重量部以下であることにより、低ＣＳ性も優れたものになる。
【００４３】
＜第２の発明＞
　第１の発明は、ＳＢＲ組成物の配合処方であり、組成物自体（組成物因子）の構成や配
合量に特徴がある。
　この第２の発明は、第１の発明における各組成物因子の配合量について解析した結果、
各組成物因子間の配合量が特定の関係式に集約できることを見出し、発明を完成したもの
である。
　この第２の発明は、高荷重特性、低ＣＳ性、ゴム材の混練性及びロール加工性の物性バ
ランスのとれるトーションダンパ用ＳＢＲ組成物及びトーションダンパを提供するという
点で、第１の発明と共通の技術的特徴を備える。
　即ち、第２の発明は、各組成物配合因子の配合量を、下記式（１）から導き出される数
値Ｙが、Ｙ≦６３となるように設定する構成に特徴がある。
　Ｙ＝Ａ（２．５－０．０２Ａ）－Ｂ－２Ｃ－２．４Ｄ・・・・式（１）
　上記式（１）において、Ａは、前記ＦＥＦグレード及びＨＡＦグレードの合計重量部数
としての前記カーボンブラックの配合量であり、Ｂは、アクリエステルの配合量であり、
Ｃは、イオウ供与性化合物の配合量であり、Ｄは、有機パーオキサイド系架橋剤の配合量
である。ここで、各配合量は、ＳＢＲポリマー１００重量部に対する重量部数である。
　上記式（１）から導き出される数値を、好ましくは５８以下、最も好ましくは５５以下
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とすることにより、特に荷重特性に顕著に優れる効果が得られる。
【００４４】
（トーションダンパ）
　本発明のトーションダンパは、以上に説明したトーションダンパ用ＳＢＲ組成物を架橋
して得られた架橋体を含んでなる。
　トーションダンパ用ＳＢＲ組成物を架橋することによって、架橋体としてＳＢＲ（ゴム
）が得られる。かかるＳＢＲは、高荷重特性に優れ、ＣＳ性の低下が小さいため、トーシ
ョンダンパに用いたときに、その効果が顕著に発揮される。
　架橋は、ＳＢＲ組成物に含有される架橋系及び共架橋剤によって進行させることができ
る。架橋条件は、格別限定されない。
　ＳＢＲ組成物の架橋と共に、成形を行うことが好ましい。具体的には、例えば、加熱条
件下でのプレス成形により、架橋成形を行うことができる。
【実施例】
【００４５】
　以下に、本発明の実施例について説明するが、本発明はかかる実施例により限定されな
い。
【００４６】
（実施例１）
　ＳＢＲポリマーとして、スチレン含量を２３．５ｗｔ％とした乳化重合ＳＢＲポリマー
（Ｅ－ＳＢＲ－１）（日本ゼオン社製「Ｎｉｐｏｌ　１５０２」）を用意した。
【００４７】
　かかるＳＢＲポリマー１００重量部に、ＦＥＦ、ＨＡＦグレードをＦＥＦ：ＨＡＦ＝１
：１でブレンドしたカーボンブラックを６０重量部添加し、共架橋剤（三菱レイヨン社製
「アクリエステルＴＭＰ」）を１０重量部、イオウを０．８重量部添加したうえで、イオ
ウの重量部対比でイオウ供与性化合物（大内新興化学社製「ノクセラーＴＴ」）を１．８
８倍（１．５重量部）、有機パーオキサイド系架橋剤（日本油脂社製「パークミルＤ」）
を３．７５倍（３．０重量部）の比率で添加し、組成物を得た。
【００４８】
（実施例２）
　実施例１において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加するカーボンブラックの配合量
を、８０重量部としたこと以外は、実施例１と同様にして、組成物を得た。カーボンブラ
ックは、ＦＥＦ：ＨＡＦ＝１：１（＝４０重量部：４０重量部）でブレンドしたものを用
いた。
【００４９】
（実施例３）
　実施例１において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加するカーボンブラックの配合量
を、１００重量部としたこと以外は、実施例１と同様にして、組成物を得た。カーボンブ
ラックは、ＦＥＦ：ＨＡＦ＝１：１（＝５０重量部：５０重量部）でブレンドしたものを
用いた。
【００５０】
（実施例４）
　実施例１において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加するカーボンブラックの配合量
を、８０重量部とし、且つ該カーボンブラックにおけるＦＥＦ、ＨＡＦグレードの重量比
をＦＥＦ：ＨＡＦ＝３：１（＝６０重量部：２０重量部）としたこと以外は、実施例１と
同様にして、組成物を得た。
【００５１】
（実施例５）
　実施例１において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加するカーボンブラックの配合量
を、８０重量部とし、且つ該カーボンブラックにおけるＦＥＦ、ＨＡＦグレードの重量比
をＦＥＦ：ＨＡＦ＝１：３（＝２０重量部：６０重量部）としたこと以外は、実施例１と
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同様にして、組成物を得た。
【００５２】
（実施例６）
　実施例２において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加するアクリエステルの配合量を
、４重量部としたこと以外は、実施例２と同様にして、組成物を得た。
【００５３】
（実施例７）
　実施例２において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加するアクリエステルの配合量を
、１６重量部としたこと以外は、実施例２と同様にして、組成物を得た。
【００５４】
（実施例８）
　実施例２において、イオウの重量部（ＳＢＲポリマー１００重量部に対して０．８重量
部）対比で添加するイオウ供与性化合物を０．６２５倍（ＳＢＲポリマー１００重量部に
対して０．５重量部）の比率としたこと以外は、実施例２と同様にして、組成物を得た。
【００５５】
（実施例９）
　実施例２において、イオウの重量部（ＳＢＲポリマー１００重量部に対して０．８重量
部）対比で添加するイオウ供与性化合物を１２．５倍（ＳＢＲポリマー１００重量部に対
して１０重量部）の比率としたこと以外は、実施例２と同様にして、組成物を得た。
【００５６】
（実施例１０）
　実施例２において、イオウの重量部（ＳＢＲポリマー１００重量部に対して０．８重量
部）対比で添加する有機パーオキサイド系架橋剤を１．２５倍（ＳＢＲポリマー１００重
量部に対して１．０重量部）の比率としたこと以外は、実施例２と同様にして、組成物を
得た。
【００５７】
（実施例１１）
　実施例２において、イオウの重量部（ＳＢＲポリマー１００重量部に対して０．８重量
部）対比で添加する有機パーオキサイド系架橋剤を１２．５倍（ＳＢＲポリマー１００重
量部に対して１０重量部）の比率としたこと以外は、実施例２と同様にして、組成物を得
た。
【００５８】
　（実施例１２）
　実施例１において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加する共架橋剤の配合量を、７．
５重量部とし、イオウの重量部（ＳＢＲポリマー１００重量部に対して０．８重量部）対
比で添加するイオウ供与性化合物を１．２５倍（ＳＢＲポリマー１００重量部に対して１
．０重量部）、有機パーオキサイド系架橋剤を３．１３倍（ＳＢＲポリマー１００重量部
に対して２．５重量部）の比率としたこと以外は、実施例１と同様にして、組成物を得た
。
【００５９】
（実施例１３）
　実施例２において、ＳＢＲポリマーとして、スチレン含量を１５．０ｗｔ％とした溶液
重合ＳＢＲポリマー（Ｓ－ＳＢＲ－１）を使用したこと以外は、実施例２と同様にして、
組成物を得た。
【００６０】
（実施例１４）
　実施例２において、ＳＢＲポリマーとして、スチレン含量を４６．０ｗｔ％とした乳化
重合ＳＢＲポリマー（Ｅ－ＳＢＲ－２）を使用したこと以外は、実施例２と同様にして、
組成物を得た。
【００６１】
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（比較例１）
　実施例１において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加するカーボンブラックの配合量
を、４０重量部としたこと以外は、実施例１と同様にして、組成物を得た。カーボンブラ
ックは、ＦＥＦ：ＨＡＦ＝１：１（＝２０重量部：２０重量部）でブレンドしたものを用
いた。
【００６２】
（比較例２）
　実施例１において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加するカーボンブラックの配合量
を、１２０重量部としたこと以外は、実施例１と同様にして、組成物を得た。カーボンブ
ラックは、ＦＥＦ：ＨＡＦ＝１：１（＝６０重量部：６０重量部）でブレンドしたものを
用いた。
【００６３】
（比較例３）
　実施例１において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加するカーボンブラックとして、
ＦＥＦグレードのみ使用し、その配合量を、８０重量部としたこと以外は、実施例１と同
様にして、組成物を得た。
【００６４】
（比較例４）
　実施例１において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加するカーボンブラックとして、
ＨＡＦグレードのみ使用し、その配合量を、８０重量部としたこと以外は、実施例１と同
様にして、組成物を得た。
【００６５】
（比較例５）
　実施例２において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加する共架橋剤の配合量を、２０
重量部としたこと以外は、実施例１と同様にして、組成物を得た。
【００６６】
（比較例６）
　実施例２において、イオウの重量部（ＳＢＲポリマー１００重量部に対して０．８重量
部）対比で添加するイオウ供与性化合物を０．１２５倍（ＳＢＲポリマー１００重量部に
対して０．１重量部）の比率としたこと以外は、実施例２と同様にして、組成物を得た。
【００６７】
＜評価方法＞
　以上の実施例及び比較例で得られた組成物の各々を、以下の評価項目について評価した
。
【００６８】
（１）混練性
　混練性は、実施例及び比較例で得られた組成物の各々について、以下の評価基準で評価
した。
【００６９】
＜評価基準＞
　○：下記評価項目（I）～（III）の何れも良好なものを○とした。
　△：下記評価項目（I）～（III）のうち１項目不良なものを△とした。
　×：下記評価項目（I）～（III）のうち２項目以上不良なものを×とした。
【００７０】
＜評価項目＞
　（I）混練時間が２０分以内であること。
　（II）ニーダー混練時にローターとウェイトの空隙にブリッジ（ゴム塊）が形成される
ことなく、安定して練工程が進むこと。また、混練の途中でブリッジが形成されたとして
も、生地反転等により混練作業を中断してのブリッジ改善工程がないこと。
　（III）生地排出後の混練機の汚染がないこと。
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【００７１】
（２）ロール加工性
　ロール加工性は、実施例及び比較例で得られた組成物の各々について、以下の評価基準
で評価した。
【００７２】
＜評価基準＞
　○：ゴム生地がロールから離れることなく密着しており、バンクがスムーズに回転し、
良好なロール加工性を有する。
　△：若干不良である。
　×：不良である。
【００７３】
（３）ＣＳ性
　実施例及び比較例で得られた組成物の各々を架橋し、得られたゴムについて、ＣＳ性の
試験を行った。
【００７４】
＜試験条件＞
　ＪＩＳ　Ｋ６２６２：２００６準拠、大型試験片：直径２９±０．５ｍｍ、厚さ１２．
５±０．５ｍｍ、圧縮割合２５％
【００７５】
　１００℃×７０ｈのＣＳ性が、１０％以下のものを良好とすることができる。
【００７６】
（４）荷重特性
　実施例及び比較例で得られた組成物の各々を架橋し、得られたゴムについて、荷重特性
の試験を行った。
【００７７】
＜試験条件＞
　ＣＳ玉：ＪＩＳ　Ｋ６２６２：２００６準拠、大型試験片：直径２９±０．５ｍｍ、厚
さ１２．５±０．５ｍｍ
【００７８】
　ＣＳ玉を１０ｍｍ／分の一定速度で２３％圧縮した際の最大荷重が、３０００Ｎ以上の
ものを良好とすることができる。該最大荷重は、４０００以上であることが好ましく、５
０００Ｎ以上であることが更に好ましい。
【００７９】
　以上の評価結果を表１～表３に示す。
【００８０】
【表１】

【００８１】
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【表２】

【００８２】
【表３】

【００８３】
（実施例１５）
　この実施例は、第２の発明の例証である。
　前述の実施例１～１４には、Ｙ＝Ａ（２．５－０．０２Ａ）－Ｂ－２Ｃ－２．４Ｄの値
が記載されている。
　従って、表１、２の実施例１～１４のＹ値は、第２の発明の実施例を例証したものであ
る。
【００８４】
（比較例７）
　実施例１において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加する共架橋剤の配合量を、４重
量部としたこと以外は、実施例１と同様にして、組成物を得、Ｙ値は表４に示した。
　実施例１と同様に評価し、その結果を表４に示した。
【００８５】
　（比較例８）
　実施例２において、ＳＢＲポリマー１００重量部に添加する共架橋剤の配合量を、４重
量部とし、イオウの重量部（ＳＢＲポリマー１００重量部に対して０．８重量部）対比で
添加するイオウ供与性化合物を０．６２５倍（ＳＢＲポリマー１００重量部に対して０．
５重量部）、有機パーオキサイド系架橋剤を１．２５倍（ＳＢＲポリマー１００重量部に
対して１．０重量部）の比率としたこと以外は、実施例２と同様にして、組成物を得、Ｙ
値は表４に示した。
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　実施例１と同様に評価し、その結果を表４に示した。
【００８６】
【表４】
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